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第８次三重県医療計画（案）について 

 

 

現行の第７次三重県医療計画の計画期間は令和６（2024）年３月 31 日までと

しています。 

次期計画となる第８次三重県医療計画の策定に当たっては、令和５（2023）

年３月末までに国から医療計画策定指針等の通知がされる見込みであり、各通

知等に基づいて、令和５（2023）年度に３回程度、各関係部会・協議会等を開催

し、令和６（2024）年２月を目途に取りまとめを行う予定です。 

 

 

１ ５疾病・６事業等＊検討内容 

○ 各疾病・事業圏域 

○ 現状・課題 

○ 数値目標・施策 等 

 

＊５疾病６事業等 

  がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患の５疾病、 

救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療 

(小児救急医療を含む)、新興感染症発生・まん延時における医療の６事業

および在宅医療 

 

２ 次期計画の計画期間 

令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの６年間 

（令和８（2026）年度中に必要な中間見直しを実施） 

 

３ 第８次三重県医療計画策定に向けたスケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料５ 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

意見聴取

医療審議会

関係部会

協議会等

令和４年度 令和５年度

第２回会議
第１回会議

（方向性の検討等）
第２回会議
（中間案）

第３回会議
（最終案）

第１回会議 第２回会議 第３回会議

パブリックコメント、市町、

保険者協議会等への意見聴取

※ 部会等によって開催時期・回数の変動あり
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令和４年 12月 28 日第８次医療計画等に関する検討会 

「第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ」（抜粋） 

 

糖尿病に関する医療提供体制について 

① 見直しの方向性 

○ 糖尿病に関する医療提供体制の構築に当たっては、国民健康づくり運

動プラン（健康日本 21（第二次））や医療費適正化計画の見直しに係る

検討状況、重症化予防や治療と仕事の両立支援に係る取組状況等を踏ま

えつつ、見直しの方向性を整理する。その他、診療提供体制に係る記載

について、腎疾患対策および糖尿病対策の推進に関する検討会における

議論の内容等を踏まえ、必要な見直しを行う。 

○ 糖尿病の発症予防、糖尿病の治療・重症化予防、糖尿病合併症の治療・

重症化予防のそれぞれのステージに重点をおいて取組を進めるための

医療体制の構築を目指す。 

○ 指標の見直しに当たっては、腎疾患対策および糖尿病対策の推進に関

する検討会における議論の内容を参考として見直しを行う。 

 

② 具体的な内容 

（診療科間及び多職種の連携体制の構築） 

○ 糖尿病や糖尿病合併症の治療・重症化予防には定期的な眼底検査、腎

機能検査、栄養指導等の療養指導等、関係する診療間での連携や職種間

の連携が必要であり、各学会から公表されている紹介基準等を参考に、

糖尿病診療におけるかかりつけ医と専門家等との連携や多職種連携等

の医療連携体制の整備を引き続き推進する。 

（糖尿病の発症予防に係る取組及び予防と医療の連携の推進） 

○ 地域の保健師と連携した糖尿病発症予防に係る取組を引き続き推進

するとともに、保健師等と医療機関との連携体制の構築や健診後の受診

勧奨、健診後の医療機関受診状況等に係るフォローアップ等、予防と医

療の連携に係る取組を強化する。また、患者及びその家族等に対する教

育や、国民に対する正しい知識の普及啓発等に係る取組を引き続き推進

する。 

（糖尿病の治療・重症化予防に係る取組の推進） 

○ 糖尿病の重症化予防の観点から糖尿病治療中断者数を減少させるこ

とや早期からの適切な指導・治療を行うことが重要であり、就労支援（両

立支援、治療継続支援）、健診受診者や治療中断者への受診勧奨（糖尿病

性腎症重症化予防プログラム等）等の取組を推進する。 

（新型コロナウイルス感染症拡大時の経験を踏まえた今後の医療体制） 

○ 今回の新型コロナウイルス感染症拡大時の経験も踏まえ、地域の実情

に応じて、多施設・多職種による重症化予防を含む予防的介入や、治療

中断対策等を含むより継続的な疾病管理に向けた診療提供体制の整備
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等を進める。 

 

③ 指標の見直し（例） 

・ 特定健診での受診勧奨により実際に医療機関へ受診した糖尿病未治療

者 

・ 糖尿病治療を主にした入院患者数 

・ 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠に対する専門的な治療を行う医療機関数

（もしくは割合） 

・ HbA1c もしくはGA検査の実施（患者もしくは割合） 

・ 糖尿病専門医数（もしくは在籍する医療機関数、割合） 

 


